
船舶インシデント調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年９月２５日 １０時４８分ごろ 

発生場所 秋田県八峰
はっぽう

町チゴキ埼西方沖 

 チゴキ埼灯台から真方位２７０°７,６００ｍ付近 

 （概位 北緯４０°２４.９′ 東経１３９°５１.５′） 

インシデントの概要  作業船 冠
かんむり

丸は、南進中、主機が停止し、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２８年９月２７日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 冠丸、総トン数なし（長さ１４.４５ｍ） 

 なし、日東製網株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過等 本船は、船長ほか１人が乗り組み、チゴキ埼西方沖を約８ノットの

対地速力で南進中、主機の冷却清水温度上昇の警報が鳴ったので、乗

組員が機関室を確認したところ、主機の冷却清水ポンプ（以下「本件

ポンプ」という。）のＶベルトが切断していることを認め、船長が主

機を停止した。 

本船は、自力での航行ができず、海上保安庁に１１８番通報し、来

援した公益社団法人水難救済会の所属船にえい
．．

航されて八峰町岩館漁

港に着岸した。 

本船は、修理業者を手配して本件ポンプのＶベルトを交換し、主機

が正常に運転できるようになった。 

 

本船は、主機の冷却が間接冷却方式のディーゼル機関であった。 

本船は、臨時航行許可証を取得し、北海道枝
え

幸
さし

町音標
おとしべ

漁港から福井

県小
お

浜
ばま

市小浜漁港までの回航途中であった。 

船長は、本船の回航を委託され、本件ポンプのＶベルトがいつ交換

されたのか知らなかったものの、発航前に本件ポンプのＶベルトの点

検を行い、異常はないものと思った。 

分析 本船は、本件ポンプのＶベルトが切断したことから、主機へ冷却清

水の供給ができなくなって冷却清水温度が上昇し、主機の運転ができ

なくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、本件ポンプのＶベルトが切断したた



め、主機へ冷却清水の供給ができなくなって冷却清水温度が上昇し、

主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・長距離の航海を行う際は、発航前点検を念入りに行うこと。 

 ・Ｖベルト類は、張り具合や損傷の有無を定期的に点検すること。 

 ・Ｖベルト類は、運転時間や経過期間を考慮し、定期的に交換する

ことが望ましい。 

 


